
平成２６年度「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市は、学生が実施する地域活動を促進し、もって学生が「まち」に関わり、「学生

力」を発揮することができる仕組みを構築するため、平成２６年度の予算の範囲内にお

いて、「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付す

るものとし、その交付については、弘前市補助金等交付規則（平成１８年弘前市規則第

５７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 大学 学校教育法（昭和２２年３月３１日法律第２６号）第１条に規定する大学及

び短期大学並びに放送大学学園法（平成１４年法律第１５６号）に規定する放送大学

をいう。 

(2) 学生 前号に規定する大学に在籍する学部生又は院生をいう。 

 (3) 団体 前号に規定する概ね５人以上の学生で構成されるゼミ、サークル等で、教員

が指導するものをいう。 

 

 （補助事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

(1) 弘前大学、弘前学院大学、東北女子大学、弘前医療福祉大学、東北女子短期大学又

は放送大学青森学習センターに在籍する学生が所属する団体 

(2) 市内に在住し、市外の大学に在籍する学生が所属する団体 

 

（補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、学生が企画・

立案し、実施する地域活動で、原則として市内で実施される事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の

交付の対象としない。 

(1) 営利を目的とする事業 

(2) 特定の個人や団体が利益を受ける事業 

(3) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業 

(4) 平成２６年度において、市の他の補助金を受ける事業 

(5) 平成２６年度において、国、県その他機関から補助金を受ける事業 

(6) その他補助事業として不適当と認められる事業 

 



（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業者が補

助事業を実施するために必要な経費であって、別表のとおりとする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に定めた金額を限度とする。 

(1) 単一の大学の団体が実施する補助事業 補助対象経費の実支出額の合計額又は参加

費、協賛金、その他の事業収入がある場合において、その収入の合計額が、補助対象

経費以外の額を超えるときに、当該超えた額を補助対象経費の合計額から控除した額

のいずれか少ない額（その少ない額が２００，０００円を超える場合は２００，００

０円） 

(2) 複数の大学の団体が実施する補助事業 補助対象経費の実支出額の合計額又は参加

費、協賛金、その他の事業収入がある場合において、その収入の合計額が、補助対象

経費以外の額を超えるときに、当該超えた額を補助対象経費の合計額から控除した額

のいずれか少ない額（その少ない額が３００，０００円を超える場合は３００，００

０円） 

 

（交付申請） 

第７条 規則第３条の補助金等交付申請書は、平成２６年度「学都弘前」学生地域活動支

援事業費補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 申請団体概要書（様式第４号） 

(4) 団体の規約、会則等の写し 

(5) 団体の会員名簿 

３ 市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

４ 第２項第４号及び第５号に掲げる書類は、市長が提出の必要がないと認めるときは、

省略することができる。 

 

（交付の条件） 

第８条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第５条の規

定により付された条件とする。 

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ平

成２６年度「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金事業変更承認申請書（様式第

５号）を市長に提出して、その承認を受けること。ただし、軽微な変更については、

この限りでない。 



(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ平成２６年度「学都弘前」学

生地域活動支援事業費補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提

出して、その承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 

（交付決定等） 

第９条 規則第６条の補助金等交付決定通知書は、平成２６年度「学都弘前」学生地域活

動支援事業費補助金交付決定通知書（様式第７号）とする。 

２ 市長は、規則第３条の規定に基づく補助金の交付の申請のうち、補助金を交付しない

決定をしたときは、平成２６年度「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金不交付決

定通知書（様式第８号）により当該申請をした団体に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期日として市

長が定める日は、補助金の交付決定通知書の送付を受けた日から起算して１４日を経過

した日とする。 

 

 （状況報告） 

第１１条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況について報告を求められたときは、

平成２６年度「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金事業遂行状況報告書（様式第

９号）を市長に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１２条 規則第１２条の補助事業等実績報告書は、平成２６年度「学都弘前」学生地域

活動支援事業費補助金事業完了（廃止）実績報告書（様式第１０号）とする。 

２ 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業実績書（様式第１１号） 

(2) 収支決算書（様式第１２号） 

(3) 領収証、受領証等支払を証明するものの写し 

(4) 補助事業の実施状況が確認できる書類（写真、チラシ等） 

３ 市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

４ 第１項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日（第８条第２号の規定により補

助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日）から起算して３０日を経過

した日又は平成２７年２月６日のいずれか早い日とする。 

 

 



（補助金の額の確定通知） 

第１３条 規則第１３条の補助金等交付額確定通知書は、平成２６年度「学都弘前」学生

地域活動支援事業費補助金交付額確定通知書（様式第１３号）とする。 

 

（補助金の請求等） 

第１４条 補助金の請求は、平成２６年度「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金請

求書（様式第１４号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 補助金は、規則第１３条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うも

のとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部について

概算払をすることができるものとし、その請求は平成２６年度「学都弘前」学生地域活

動支援事業費補助金概算払請求書（様式第１５号）によるものとする。 

３ 補助金は、口座振替により交付する。 

 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

  



別表（第５条関係） 

項目 補助対象経費 

講師等謝礼 外部講師や専門的技術を有する協力者への謝礼等 

交通費 講師等への交通費、宿泊費 

消耗品費及び原材料費 補助事業の実施に直接必要な消耗品費・原材料費 

燃料費 作業等に必要な機材、車両等の燃料費 

印刷製本費 ポスター・チラシ、資料等の印刷代、コピー代等 

通信運搬費 周知・連絡等に要する郵便料等 

保険料 参加者等に係る保険料 

使用料及び賃借料 会場使用料、車両、機械等の借上料 

その他 市長が適当と認めたもの 

 

 


